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結 語

第 一 節 疾 病 給 付 ， . ， ’
1898年共済組合法は，組合の活動目的を拡張し，諸目的間の優先順位をなくしたが，病人に対す 

る給付が共済組合の第一の目的であることに変わりは•なかった。共済組合は，冗来，そのサーヴィ 

スのために設立されためであったし，獎際の活動の中でもそれが最大のウュイトをめており，ま 

た，地方的な組織形態はそれに最も適していた。一般に，共済組合は，病気一一もともとは，労働 

不能を引き起した病気—— の組合貫に対しで，医師の無料診察，薬剤の無料支給, 現金手当，及び 

各極の個人的な救済を保tiHしているネ下では，それらを個々に見ていこう。

共済組合という組織を知るにゆ，その実際の活動内容が明らかにされねぱならないであろう。こ 

の章では，共済組合がその目的のために行った活勘を，少し立入って調べてみる。

第三享共済組合の救済機能

注( 1 ) Guilhaumon, op» cU" pp. 7S〜79，
. — 62 (620)
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病気で働けなぐなった組合員は，直ちに組合に連絡する。組合は訪問員を派遣して病状を確認さ 

せ，習慣的には24時間以内に病気の宣告がなされ，給付が与*えられることになる6
医療サーヴィス（Service m ed ica l)を{^証するために，組合は地区の医師と契約を結ぶ。医師報 

酬は往診回数払いの方式や契約料金（abonnem ent)の方式，あるいは雨者を折衷したような方式に 

よって支払、われる0 第- - の方式の場合，病気の組合員は訪問さからr往診ま (feuille de v isites)j 
を受け取り，その組合員が選んだ契約医がそこに所見を記入する。こうして，医酣は往診回数に応 

じて報酬を支払われたが，この方武は往診が頻繁である場合には費用がかさむから，大多数の棋合 

は第二の方式を採用していた。その具体的方法は多様であるが，組合Mに契約医の中からの医師選 

択の!！由を残しておき，組合の医療費支払分の総額を契約医の間で分配するという方法や，逝に， 

組合員に対して医師を指定し，年初にだけその変更を認めることとし，医師には毎年の契約者数に 

応じて報酬を支仏うという.方法などがあった。

共请粗合の医師報酬費用は増大し続けていた。これに対して，大都市の組合は大規模な共済組合 

連合を創設して共同医療サーヴ：f スを組織し，その費用の引下げを図っていた。例えば，リヨンで 

は共済組合の大部分が単一の組織を結成し，組合員1 人あたり年3 f r . の拠出で診察を受けられる 

ようにしたが, この金額は，大都市の医師報酬が全体平均より遥かに高かったことを考慮すれば，

# 常に低額であったという。 ■ ,
2
病気め組合員には医師の指示した薬が無料で支給されるが，それは，（イ)特別価格での薬剤贩売を 

組合と契約した薬剤師から，（ロ)貧廣病人の'ナこめの県の指定薬価表（tarif fixe p a r le  departement 
pourles malades in d ig en ts)に基づいて市中の薬剤師から，病人に渡される。すべての共済組合の 

規約は，より安価な代用集で済む場合の高い薬剤の利用を禁止するとか，包帯等の費用を患者食担 

か- - 定限度内での補助にとと*めるなどして，薬剤費の節減をはかっていたが，共済組合にとって薬 

剤費用は医師報削費用よりも重い資担となっていた。薬の溜用も，特に大都市の共済組合で増加し， 

1891年に内相はとの点で組合に対して注意を促し，医師は契約医として再選されようとして患者の 

望む薬を処方することがあるから，総会でなく事務局が契約医を指名するよう求めた。少数の共済 

組合は，契約料金方式を採用して薬剤費ま出を引下げたが，この方式は，組合員が薬剤師から練ん 

ぜられて薬をあてにできなくなるという欠点があったため，広まらなかった。

この時期には，築剤費軽減の有効な手段は譜共済組合が速合してr共済組合薬局（pharmacies 
m u tu alistes)jを設立することであると考えられた。1880年の破毀院判決は，共済組合が組合員のみ 

に販売するという条件で薬局業狭を行うことを認めたが，既に1864年に，合計2 ,0 0 0人以上の粗合

- 紀末におけるプラン’スの共済組合（下）

1

注（2 ) Ibid., pp. 79〜8 2 , ,
— 63 (J52D
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員を擁するマルセイユの33組合が連合して最初の共済組合薬局を設立していた0 この薬局ほ年7 fn  
-—— 行病に俯えて 6 方 f r . が積.なズられてからは4 . 5 f r .に引下げられた-— の奨約料金を支仏

った組合員とその家族を対して，医師の処方する薬剤を供給していた。但し高価な薬は，別に， 

原価で売られていた。この薬局は固定給の薬剤師によって管理され，一日平均300の処方薬 (ordo- 
nnance) を渡していた0 1878年にはグルノー プルで第二の井済組合薬局が設立された。これらが成 

果をあげたので，その後世紀末に， リヨンやル，ピュイ（l e P u y )やマン，ド（Mende) など各地で 

多くの共済組合薬局が設立され，一時的には，薬剤費の墙加は停止した。

医療サーヴィスと薬剤サーヴィスは，毎年，共済組合に重い資担を課していたのであるが，それ 

は，これらのサーヴ.ィスが広範且つ完璧に組織イ匕されているという理由で正当化されていた。組合 

は，全組合員r 対して男女子供の区別なく，病気が続く限り医療，薬剤サーヴィスを支給していた。 

一艘には，退職して年金を受けとっている組合員は拠出しない代りに給付も与えられなかったが， 

若干の組合では，. 退職者に対しても，死亡する時までこうしたサーヴィスを与えていた。尊ら男子 

で構成されるいくつかの組合は，医療，菜剤サーヴィスを組合員の家族—— 普通は，妻と組合加入 

年齢前の子供のことで，時に60歳以上の商親も含まれた- - 一にも与えていた。別のいくつかの組合 

では, 子供にだけ，しかも父母が2 人とも組合員である場合に，これらのサーヴイスを与えX いた。

医療，薬剤サーヴィスの家族への拡張のために既婚組合員が独身担合員より高い拠出金を払うとい'3、
う場合もあったが，多くの場合，拠出金の増額は求められなかった。

3
共済組合は組合員の病気による失業に•対して現金手当（Indemnity Pもcimiaire)-^— 疾病手当（In

demnity de maladie) とも呼はれる------を支給していた。この手当は，組合員の家族の基本的欲求

を満たし，同時に，病気の期間が長引かないように逸失賞金の全額を補償しない金額であるべきだ 

ということは理解されていた。しカル，喪際、にはどの共済組合も，財政的な制約によって，また， 

組合員の多様性という理由からも，前者の条件を満たすことはできなかった。

共済組合の支給する現金手当は，はとんどすべてが定額で'あった。組合は，第二帝政末期に共済 

組合高等委員会が勧告した全く経驗的な方法に従って，現金手当の日額を組合員の月分の拠出金 

額かその近辺に決めていた。大部分の組合は現金手当を一日I f r ，か 1 .5 f r . ,または週あたり9 f r .  
か l O f r .としていた。若干の組合がこの額を離れ，— 0  0 . 2 5 f r .という低額の組合もあれば，2 .5  
f r . とか3 f r .を支給する裕福な組合もあった。組合員1 人あたりの平均病気日数は年に約6 日——  
1897年で5 .5 7日—— であっすこから,組合員の抛出の半分近くが病人への現金手当としてま払われて 

いたことになる。との魚担は共済組合にとっズ重いものであったが，受給者から見れば現金手当は 

★ く不十分なものでしかなかった。との手当は，医療 • 薬剤サーヴィスとは異なり，組合員の家族

注（3 ) Ibid" pp. 82〜87. Encogn6re, op. ciL, pp‘ 267〜*269‘
’— 一 64 {622^



まで拡張して支給されることはない。男女の組合員がいる混合組合に於ては，女子組合員ぱ子 

組合員に支給される現金手当の4 分の3 から半分の金額の手当しか与えられないし.男ネにしか手 

当を支給しないという組合も若干あった。

また，大多数の共済組合では病気になって3 〜 7 日後にしか現金手当を支給しない。短期間の病 

気が最も多いわけであるから，これは組合の負担を軽減する賢明な措置と考えられていた。間題と 

されていたのは，ほとんどの組合の規約が現金手当を支給開始2 〜 3 力月後に半減させ， 4 〜 6 力 

月後に全面的に打ち切ると定めT いたということであこうした規定が置かれていたのは，共済 

組合高等委員会の勧告でもあったのだが,少人数の共済組合では手当の支給期間を限定しておかな 

いと， 1人か2 人の慢性病患者が出た場合，組合財政に不測の事態が生ずる恐れがあったからであ 

る。しかし，労働者が長引く病気で資産を使い果し，手当を最も必要とする時にそれが引下げられ 

たり打ち切られたりするということには批判も多かった。

共済組合の財政を危険に略れることなく，病気の組合員が健康を回復するまでの全期間にわたり 

現金手当を支まロし続けることを可能ならしめるために，1880年代から’r再保険金庫（caisses de re
assurance) J が設立されるようになった。再保険金庫の設立のためには共済組合連合の結成が必要 

であるか，1852年政令はそれを認めておらず，第三共和政に入って暫くしてから政府は必要性に押 

されて共済組合の連合体の緒成を黙認するようになったのだった0 1887年に設立されたトゥ  一 口 ン  

(T oulon)の再保険☆ぽでは，金庫の加盟組合が每月組合員1 人にっきo . l f n を拠出すると，過去 

6 力月間個々の組合の現金手当'を受けとってきた病気の組合員に対して，それ以降，金庫が，一時 

的な疾病の 易̂合には健康の回復まで一日0 ‘5 f n の手当を，労働不能を引き起した障害や不治の病 

の場合にはその全期間にわたって0 . 2 f r .の手当を支給しや:。また，ラ♦セーヌ再保険金庫（Caisse 
g6nerale de reassurance des Soci6t6s de prもvoyance. et de secours mutuels de la Seine) ♦ブザ 

ンソンの再保険金® では，侮 月 0 ‘l f r . または0 .1 5 f r .の拠出で，組合の現金手当支給終了後病気 

や労働不能の全期間にわたり，それぞれ1 fr. またはL 5  f r . の日手当（indemnity journalおre)
を支給していた。1898年共済組合法は共済組合連合を創設し再保険金庫を設立することを正式に認 

めた。これ以後，現金手当の支給延長のために，再保険金庫は急速に増加して

共済組合は，とくに襄村コミューンにおいて，今までに述べた各種給サ以外に，通常，病気の組 

合員に対して仲間の看護‘を保缸している。病状が悪化したとき，交代で2 人の組合員が病人に付き

19世紀末におけるプランスの共济組合（下）

注（4 ) 慢性病の担合員は，現金手当の支給打ち切り後も年給付（secours annuels) を受け取ることができる。但し，その 

金額は,組合の役員会や释会が毎银义は翻iRH半期ごとに組合の可処分資まの範iU|内で，しかも組合の財政状態第を勘案し 

て決走する。組合规約はだいたいが，この金額が年抛出金の10倍を越えないと規定していた。 GiUlhamnon, oA C仏， 

p. 113. ,
( 5 ) Ibkl., pp. 88〜96, 220. Levasseur, Questions ouvrieres-^, pp. 794ん795.

—— ( 6 2 3 ) ——
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添うのである。しかし，こうした;fe愛的执助制度も，世紀末に新設された組合では消んつつあり’ 
有給着護人手 当 (allocation d，iine garde-malade r6tribu6e)の 支 も よ o て代替される傾 t も

キ》-

また，若干の藤村の共済組合は全く特別な执助を定めていた。それは，病気の組合負に代つて他
. . . - 、 • w A ' i ^  A  ■レ r t i , 乂  -  _  k  •  ル . ソ ー ヌ ，工 ‘

<*» J  7  , h~»  ■ - • / V - 、• , ， . 一. , -

の組合員が畑を耕したり葡韻の取り入れを行うという形態の块肋で，""一ト，トール，ノー ヌ*エ 

ロヮ- ル, ジュラ県に多く，南東部のいくつかの組合でも見られた。例免ぱ，「リセス葡萄栽ナロ者相
一 、 ふ M

互拔助組合(Soci6te de secoiirs m utuels des vignerons de R ic e y s ) jでは, 組合員は病人力、失カナし労 

働時間を埋め合わせるために順番に労働日を"一 1 人あたり年に2 .5〜3⑩日を越先な V 範0  
— 提供する。病気の組合具は，労働日の提供ををうけるか复2が. 冬 1.5む.の日現金手当を受け 

取るかを選択することになゥていた◊ここで，は，この現物給付は現金手当の代替物でありたのだか，

現金手当のはかにこの給付が与えられることもあつた。

病気の組合員には各種の給付が与えられたわけであるが，その代りに’組合の給付を受けている 

限り彼は訪問員に監視される。訪問員は病人が医師の指示に従っているというしとを確*"̂する。病 

人が医師の承諾なしに外出したり，有 給 こ 従 « した場合は，罰則が課される。それは，通常’， 

現金手当の部分的または全面的な停止である。病人は酬が®復したら直ちに訪間員に知らなけ 

れぱならなぃ。 これに違反した場合は罰金が課され，再犯の場合には除名されることもあつた。

第二節.災害給付  .

災害給付は, 疾病給付と同様に，共済組合の基本的な目的の一つであった。事故の発生はラJ j

に対して，病気の場合のように，医療 ♦薬剤サーヴィスの必要と労働の中断をもたらすが，.それは

また，疾病給付と同"^の共済組合の救済メカュズムを始動させる。その限りでは商者を区別する必

要はないが，舆なる点も存在した。 •
事故の場合，被害を受けた組合員は，民法第1382条の規定により有責の第三者(le tiers respon-

sable des consequences de r a c c id e n t)から損割嫌を受けることがれりラる。被災組合員が事故に

よって利益を得るのは不適当であるから，賠償を受けた被災者は組合の給付分を組合金庫に返還す

るように，若干の組合では規約によりて，義務づけられていた。しかし，被災者は多くの場合支払

不能であって，組合の返還請求は効果がなかった。そこで，1897年の回状は, 共済組合に対して，

その规約の中に保險会社が実施しているように，事故に有貴の第三者に対する組合，の全権利は組

合が被災組合員に支給した給付額までは組合によって代位されるといラ条項を捕入するよラまロボし

た。多くの組合がこれを受け入れることになった。

被炎者のけがが回復すれぱ共済組合の給付が終るという点は病気の場合と同様であるが，事故の

注广6、Guilhaumon^ op. c it‘，pp. 87〜88, 96〜97.

66 { 6 2 4 )



場合，しばしぱ治癒後も労働能力の全面的• 部分的喪失を伴う。組合は， 般に， 6 力月以内の現 

金手当を交給したあとは，永久的な労働不能となった組合員に対しても組合の可勉分資産の範囲内 

で年手当を支給するだけになる《こうした廃疾(invalidite)—— この時代には部分的廃疾はあまり 

考慮されなかったようである一 -\t,長期疾病の場合と同様に，I?保険金庫によってより良く保障 

される。特に職業的な共済組合は，W保険金庫に加入しなけれぱ一*つの大炎害で破産せざるをえな
( 7 )

かった。だが，既に見たように，1898年法以前には:pf保除金庫は少数であった。

共济組合が廃疾者に給付を与えようとすれば，単独で廃族保険を実行するという危険をおかさな 

けれぱならなかった時，政府はこの問題に無対応であったというわけではなかった。1868ザ 7 月11 
日法は，ともかくも，事故によって失職に追い込,まれた組合員に援助を与える手段を組合に提供し 

た。この法肆により，死!;̂ 、保険傘庫と，農業，工業労働に基因する事故のためめ「労炎保險全国金 

庫 （Cai^e nationale d’Assurance contre les accidents du Travail)j が設: されたが，その結果,絶

対的，永久的労働不能となった懷牲者に，5む，. の年拠出金の場合は200fr‘ ，3 f n の場合は150fr. 
を下回らない終身年☆が，ますこ，その職業の労働不能となった者には絶対的労働不能の場合の半分 

の終身年金が支給されることになった。この法餅は，また，共済組合が有利な利率で死亡‘災害の 

0 体保険契約を結ぶことを可能にし，1877年 8 月13ロの政令は，共済組合の新組合員が，死亡や除 

名等で脱退した組合員の代りになることで，組合加入時から保障されるとUた代现条項 （clauses 
de substitution)のある団体保：險を認めた。し力、し，こうした国の方策は効果を発揮しなかった。 

多くの共済組合はこの保臉金庫に関心を示さず，毎年の拠出件数も少なく，この制度から年金を受 

け取った人の数も，設立以来の2 0年間で，絶対的廃挨者7 名, 職業労働不能者2 6名にすぎなかっ 

た0
19世紀末に於て，災言給付は共済組合によって不完全に実現されていただけであった。短期的な

労働不能を引き起しただけの被災者は順当に救済されたにしても，事故が永久的労働不能を引き起

した時，犧牲者は，現金手当の支給期間が過ぎたあとは，組合から全く見棄てられたわけではない 
■ ^  ( 8 )

時でも，僅かな年手当を期待できるだけだったのである。 -
災害給付のこうした不備を是3Eすぺく，1898年 4 月 9 日に—— 共済組合法とほとんど同時に——

19111:紀來におけるフランスの共済組合（下）

雁主實任の労働炎ま補償法（lalo i surles accidents du trava il)が制定される。この法律は，農業

や大部分の食料品業を対象から除外しつつ，労働炎害を企業主の責任とすることによって, 共済組

合が不完全に行っていた災ま給付を企業主に肩代りさせるものであった。この法# によれぱ，金業

主は永久的労働不能に維った労働者の賞仓の半分の終身年金を支;!^い，また労働者が死亡した場合

には，最高で彼の賃をの60%に達する寡婦* 遣児年金を保証しなけれぱならなかゥた6
注（7 )  m d , pp. 112-113, 115.

( 8 )  Block, oわ, cit*, article<cCaisse d’assuraiice en cas cle d6cfes et caisse d’assurance en cas d’れcidents》 
Nos，19〜37, Chaufton, op. ciL，pp. 609〜616, Guilhaumon. op. cU、‘, p p .116〜119‘

—— ^7 {6 2 5 )  -—~ ■ ,
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雇主貴任は中小企業主に困韓な状況を作り出すと思われた。大事故が起きだ場合,労災補償資担 

は彼らを破滅させてしまうほどのものであったが，彼ら自身が労炎保険の保険契約奢となるには彼 

らの資金は不十分だった。労炎保険のための相互保險組合（syndicat d’assm'ance mutuelle) を設立 

するには莫大な保IE金が必要であったし，保険会社と労災保険契約を結ぶにも多額の保険料を支払 

わねぱならなかった0

そこで国は，労災保険全国☆庫を通じて国II身が企業のために労災保臉を請鱼うことにしたが， 

この金庫は永久的労働不能だけを保障し， 辱的労働不能に対する保障についズは共済組合の協力 

を求めることにした。1898年の労災補償法は，企業主が従業員に医療費や一時的労働不能に対する 

手当を支仏うために共済組合と契約するのを認めた。企業主は，彼の労働者を共済組合に加入させ, 
労使一政で決められた拠出分担金—— 従業員への疾病絵# のために拠出された̂金額の3 分の 1 以下

であってはならない-----を負担し，労働者がけがをしすこ場合に，30日間か60日間又ほ90日間，彼か

共済組合から医療.，薬剤サーヴノスと日手当を与えられるのを保HEすることによって’その期間の 

補償義務を免除されうることになった。企業主が共済組合に接助されるのは最高9 0日間であり，ま 

た日手当が被災者の日給の半分以下の場合は企業主がその差額を支払わねぱならず，雇主■鱼担がす 

べャ免除されたわけでゆないにせよ，ここに，重大な炎害に対する保臉は労災保險金庫が担当し， 

軽度の被災者への給付は共済組合が請負うという制度が出来上り，特に小企衆にとって弗済組合は 

貴重な補助者となった。大金業にとっても，共済組合は，企業主との共同負担で被災者の救済を行 

う場合, . 厳格な管理によって保臉を不正行為から保護したので，保険制度の有用な補助者であり免 

た。この領域に於て，共済組合は既存の有効に機能している活動を侵害されるととなく，むしろそ 

の活動の不備を補足される形で，制度の一*部門としての役割を与えられることになるのである。

第 三 節 老 齢 年 金

老齢になった時ランチィュになるのが大多数のフランス人の願望であったから，彼らにとって老 

齢年金は単に老齢時の生活保障という以上の魅力をもっていたといわれる。共済組合は，，組合員の 

.こうした希望を満たそうとして軽率で非現実的な契約を結んだり，非常に資担の大きな年金サーヴ 

ィスを企てる傾向があり，その結果，破産することが少なくなかった。特に1850年以前にはとうし 

た傾向が強く，多数の組合が辛うじて数年存続したあとで負担の重田にt o えられず消免ていった。 

1830年以前にパリで設立された205の組合のうち，1840年には66組合がなくなゥていたし，1808年 

以後ルーアンで設立された35組合のうち，1843年.に存綺していたのは13だけであったという。そこ 

で，1850年法ほ共済組合にすべての年金契約を禁止した。この絶対的禁止は18524| i 3 月26日政令に

注（9 ) Ibid., pp. 2 2 3 -2 2 7 .企荣主が；Jl；-済組合と樊約する場合，従業良全員が共済組合に加入しなけれぱならなかったが， 

共め組合は病S饥労働者の入会を招?？するという立場から工場の全従業負の"̂ 括加入は認めていないという問題があった。 

Ibid., p. 228.
68 { 6 2 6 )



4も

19世紀末におけるフランスの共済組合（下）

よって緩和され，その第6 条は，同意共済組合に対して，十分な数の名誉会員が加入しているとい

う条件の下で，年金契約を!̂ゴめたのだった。但し，名誉会員の拠出による収入は不確■であるから，

共済組合促進監視高等委員会は，役員会が年金額引下げの権利を保持する旨を規約に明記していな

い典済組合に対しては「同意」を与えず，決められた年綿で定額の年金を支給する> いう契約にも
(10)

反対していた。

1850年 5 月18 日法は「老齢年金全国金庫(Caisse nationale des retraites pom* la vieillesse)j を設立

した。この金庫は国家保証の下で供託金庫に管理され, 5 f r .以上を抛出する3 歳以上のすべてのフ

ランス人に対して，50歳以上の浑齢に於て最高600fr‘ の終身年金を約東した。当初は拠出最高額も

規定されておらず，60歳の加入者が1 2 ,000fr .を拠出すれぱ元金留f e 方式の下で直ちに6 0 0 fn — 一

拠出額の5 %—— の終身年金を得ることができたが，1853年に，年拠出最高額を2 ,0 0 0 f n とし，

抛出後2 年以上経過しなければ年金受給資格はできないと改正された。但し，典済組合はこの改正

の対象からはずされ，引き続き即時終身年金の購入を認められた。

この金^^め制度改定はその後も続けられ，（イ)最高年金額の引上げ—— 1864ギからl,500fr. —— ，

(ロ)年拠出最高額の引上げや引下げ- — 1894年から5 0 0 fn 一一 , (ハ)保証年利子率の引上げや引下げ，

(ニ)搬出最低額の引下げ—— 1886年から Ifr , "…ー などの変化を経(€。

この金® には個人の跡出と団休による拠出があり，共済組合も団体拠出を行っていたが，それは

「個人手帳 (Livrets indiyiduels)jに基づいた団体拠出であった。金庫への拠出者には口座が開設

され，老齢年金手帳が発行され，各挪出は個人口座あてにしか行えないという制度である。18504[1
老齢年金全国金肅をのま10条------それは1851年 3 月27日政令によって完成される------は，こうした

制度の中で，共済組合に仲介者として，あるいは贈与者としての役割を与えた。仲介者として，組

☆は，毎月, 組合員から挪出金を受けとり，決められた日にそれを拠出者名儀で老齢年金金庫に払

い込むことによって，組合，に時間の損失や煩しい手続きを回避させる。’会長や会計係が組合員に

この金庫を推奨することも期待された。赠与者としては, 組合は，毎年，組合収入全体のうちから

年金サーヴィスへの割当て分を控除し，組合員の口座に分配するべく老齢’年金金庫に払い込む。

老齢年☆金国金® を利用した年金の設定は，同意共済組合だけでなく認可典済組合にも可能であ

った。しかし，1850〜52年共済組合制度下では，この金庫は利子保証を別とすれば公的補助金も

えられず, あまり有利な年金設立方法とは考えられなかったから，老齢年金共同基金が設立される

と同意組合の拠出ほそちらへ流れ，そこに抛出できない認可組合も，その大部分はこの金庫を利用
(12)

しようとはしなかったのであった。同意組合は，老船年金共同基金設立後，即時終身ギ金の購入を

注（10) Ibid,, p p .120〜122. •
(11) Raoul J a y ,《L’assurance ouvriere et ]a Caisse M tionale des retraites pour la vieillesse>  Revue 

Politique et Parlementaire, avril, 1895, pp. 8も 87〜88, 90〜103, Chaufton, op. cit,, pp. 588〜 5见  Block, 
op. cU" a r tic le 《Caisse des retraites pour la vieiUesse》 N o s ,1〜30.
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通じて老齢年金金贿に別の形態の口座をもつことになるが，この点は後で触'れる。

ところで，共済組合は個人手帳制で老齢年金を庫への拠出を行ったが，その手帳は各抛出者が所 

有権をもっていたので，時に転居や失踪などの理由で老齢年金金旗への拠出をやめた組合員がいる 

と，組合は損ぎを蒙ることになった。この制度の下でも，元金窗保方式と元金譲渡方式の二通りの 

糖立金利用方(1^があり，多くの場合前者が選ばれていたが，この場合，組合は年金受給者が死亡し 

た時tこ年金元金を新たなギ金サーヴィスに利用するために取り戻さねぱならないのであるが，拠出 

者と連絡がとれなくなると組合は元金の払い戻し請求が困難にな'^てしまうのであった6 老 年 金

金庫への積立金には抓出者自身の拠出分のはかに，組合の補助や名誉会員の拠出及び寄付などに基
(14)

づく部分も含まれてい.たのである。

老齢^^金全国金庫の制度のこうした欠点が改善を求められた時，政府は直接それに応ずるのでは 

なく，1856年 4 月2 6日政令によって薪たな老齢年金制度を設けた。同意共済組合^~ー公益承認組合 

も含まれる—— は，恩恵として，国家保誕の下で供託金庫に特別の老齢年金基金を設置するのを認 

められることになったのである0 それは「老齢年金共同基金（le fonds conimun de retraite)j, あ 

るいはij iに r老齢年金基金（le fonds de r e t r a it e ) jとかT共同基金（le fonds co m m u n )jと呼ばれ, 
組合員が個々のロ座で年金のための積立を行うという方法とは異なり，個々の組合が一単位となっ 

てその基金への拠出を行うのであった。この制度の下で老齢年金がま給されるためには,'同意組合 

はその総会で年金受給候補者とその年金額を決め，その人の氏名，職業，拠出年数の証明書と出生 

証明書を知事に送らなけれぱならない。高等委員会が書類を審査し■ 1856年政令では年踏50歳以 

上，拠出期間10年以上の組合員に受給資格が与えられていた—— ，認可された場合には，組合ほ老

注( 1 2 ) 老齢年金全国金庫は労働者を対象とした任意的な保險制庇たるべく設立されたのであったが，‘卖際には小資本家のた 

めの高利子率の投資先として利用されたといわれる。 実，政府がそうした状態を促進するような政策を採っていたこと 

もあったのだった。だが，鉄道，級山, 製鉄業などの大企業や公共0 体は，この金庫を利用して従業員のための老酌年金 

を設定しており，それらの団体拠出のロ座数は個人狡t出のロ座'数より庄倒的に多かったという点も指摘されるべきであろ 

う。Jayの論文参照。 . . ■
( 1 3 ) ヨーロッパでは，老酌か金保険の元金の利用方法においてニっの方式が発速していた。 一 方 は ほ 金 留 保 (cap ita l 

r 6 s e r v e ) j方式で，この力式では，被保除者の積立金はそのままにしておき，その利子のみを利用して老齢年金を支給 

する。その積* 金は坡ほ除者が死亡した時に相鋭者に返遺される。他 方 は r元金譲渡（c a p ita la lほnも) J 方式と呼ぱれ， 

被保険者の債な金は返還されず，その全額が老齡キこ金の支給に利用される。積立金が同額の場合，当然のことながら，後者 

の力.が高い印金̂が支給される。I. M. Rubinow, "Compulsory old-age insurance in France", Political Science 
Quarterly, V o l .26,1911, p. 506.

元金ぽ保プi式の老齢年☆ji、:同 金 で 65歳から lOOfr.のキ:金を受給するには体-金元金として2 ,5OOfnが必おであったが， 

元金譲波力式であれぱ8 6 9 fn しか必要としなかったという。後者の方式の下で，差額の1，631f r .を供訪金庫の4 .5% の利 

チ率で複利迎川すれぱ8 数力月で 2 ,5 0 0 fr ,の元企を回復することができ，しかも65歳の平均余命は11律を越免ている 

の で 組 さ ら に 3 ゴPほどこの2 , SOOfnを述して利益を得られるとも主張された。また，元金ほ保方式は，将来の組合 

員に利益を与えて抛IMした組合貝を懷牲にするものであり，ゴ金受給者が提く生きれぱ银金元企がそれだけ長く組合から 

，遠ざけられるこ.とになるという乂点をもっと批判された。GuUhaumon, op. cU., p p . 145〜146.とはいえ，元金譲波方 

戎で¥ 企を設定するとした場仏予測された死C：本と，出際の死11：ポとの差興は老崎尔金全国金庫の設la者たる国が貴任を 

わなけれ̂ぱならなくなるであろう。これらの方式は，.20111.紀 人 0 てからは，社会保険の方法としてはW處されなくな 

っていったようである。 , ,
(1-1) Ibid., p p .123〜126.
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齢年金基金の積立金から年金元金を控除し，それでもって，組合員名で老齢年金全国金ぽから即時 

終身年☆を購入しI f。
同意共済組合の年金割当て金や余剰金，贈与，遗赠，それに多額の公的助金がこの基金へ仏い 

込まれ，またそれIII体の毎年の利子収入によっても，この墓金は増大した。この制度の下でも，元 

金慣保方式か元金譲渡方式かが問題となり，組合は少ない元金でより多くの年金を3!̂給しうる後者 

を要求していたが，制度の安定を重視する政府は前者の方式を強く促進しており，元金留保方式が 

はとんど惟一 の̂方式として行きわたることになった。この方式では，年金サ一ヴィスに使用されて 

いた資金ほ受給者が死亡した時に共同基金に戾され，再び利子を生む。.組合は受給者の死亡を直ち 

に供託金庫に通知する必要があった。そこで政府は，年金証書を組合の会計係の手許に置くよう勧 

告すると共に，年金受給者の生死確認のために，四半期ごとの受給者の生存IE明書 (certificat de 
v i e )の提出を年金支給の条件として義務づけた。

供託金庫の老年金基金を利用して年金を設定するという方法には，既に見たように,政府の最 

犬の援助が与えられていた。多額の補助金によって，政府は同意組合の資金がこの基金に払い込ま 

れるのを促した。1856年には組合め老婦年金基金への拠出金額が24.5万 f n であるのに対して，補 

助金はその倍近い4 8 .1万 f r . にも達し，1857〜6 0年には組合拠出金額とほぼ同額の補助が与えら 

れた。組合拠出が増大するのに# い，1860〜92年にかけてこの比率は徐々に低下し，■の補助金は 

担合の拠出金額の4 分の 1 にまで下がるが，それ以降，国の財政的援助は規則的に増加し続けたの 

に組合拠出は減少したので，その比率は再び上向き，1897年には組合拠出金額27 4 .3万 f n に対し 

て 111.7万f r .の補助金が与えられてい(^)。

老齢年金共同基金は急速に増大していった。しかし，老蹄年金への期待に応えるには程遠かった。 

同意共済組合の総数や組合員総数が絶えず増加し統けたから組合の老齢年金基金への年拠出金額は 

増加傾向にあったとはいえ，停滞していた期間も長く，年金受給者数も増加していたので受給者1 
人あたりの平均年金額（arr^rages)は70〜8 0 fr .にすぎなかった。1898年共済組合法が老齢年金共 

同基金による年金サーヴィスだけでなく個人手帳制の年金に対しても補助金を与えると決めたこと 

には，共同S 金制老齢年金のホ十分性を認めるという意味が含まれていたのだっ€レ

共済組合の老齢年金サ一ヴィスのもう一*つの方式は，組合の準備金（le fonds de reserve) •自

由資金（les fonds l ib r e s )とも呼ばれる—— ，を利用して組合独自に年金を支給するというものであ

注（1 5 ) 189师共済組合法は老齡fp■金全国金ji}fから終身 |̂-こ金を購入しな、で，組合[?}身が年金サ一ヴィスを保誕するのを認め 

た。Encogn6re, dp. cit.. p. 225. '
( 1 6 ) 老給架金基金の場合，国の補助金は譲渡（a lig n e r )できないが，組合の拠K{分については元金窗保方式と元金譲域，' 

方式との問での運沢が認められることになっていた。しかし，实g；张 は r特別な援助に値する組合員J だけが，例外的に 

元金譲渡方武を認められたにすぎなかった。Guilhaumon, op. ciL, p. 128.
(17) Ibid., p p .128〜131. ’
( 1 8 ) 新法の成な過程において，共济組合界では至る所で，共同ぱ金制を旧人手帳制に代える'I腿が論じられた。 Encog- 

nere. op, c(t„ o. 227. 、 .

19111：紀末におけるプランスの共済組合（下 ')
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る。老齢年金共同基金を利用できない認可組合は年金ま給のためにこうした方式も利用せざるを 

えなかったにせよ，同意組合もこの方式を用いていたのは，共同基金への拠出金は転用が不可能 

(inalienab ility)になるのでそれを避けようとしたためであったといわれる。準備金によって老齢 

年金サ" ヴィスを行っている同意組合の中には，年金への加給金（S叩piもmbits de pensions) の支 

給を目的としている場合もあった6 老齢年金基金への拠出を引上げて，よ'り多くの年金を支給する 

というわけにいかない多くの同意組合は，組合員に契約した年金額を支払えない。そこで準備金か 

ら加を̂ 金を支給するということが行われたのである。こ9 ようにして支給された年金及か加給金は， 

絶対額に於てはやはり貧弱であったが，共同基金による年金と比肩しうる規模になっていた。

共済組合の老齢年金の最大の問題点は，以上に見たように，政府や組合等の努力にもかかわらず, 
それが少数の人々に僅かな年金をま給するだけだったという☆にある。1897年末に同意組合は老蹄 

年金全国金庫から約4方1千口座の年金を得ていたが，そのうち約3万5 千が lOOfr.以下の年金であ 

り，残りの大半も2 0 0 f n 以下であった。効果的な年金額は一日あたりI fr. であるとか老齢年金の 

最低金額は200 f r .でなければならないとすると，共済組合の老齢年金はいかにも少なかったので 

あひ：!’。しかし，保險数理的に見れぱ，年金額の乏しさは驚くにあたらないことだった。1850〜52年 

法令の立案者たちは，普通会員の拠出で疾病給付の費用をまかない，国や名誉会員の抛出で老齢年 

金を設定することを意図したが，実際にも，老齢年金は围や名誉会員に依存して成り立っていたと 

\f、X-るのたつた◊
多くの場合，老齢年金の受給資格をもっている人も年金を請求しようとは考えなかったという。 

大部分の組合で，老齢年金の受給が認められるということは，境遇を改善することになるどころか 

悪化させることこしかならないと考えられていたのであった。というのは，はとんどすぺての組合 

力，、，1852年政令以来，高等委_^会の意向に従ってその規約中に次のような条項を含んでいたからで 

ある。「年金を受給している組合員は拠出金の支払を免除されるが，彼はもはや組合のいかなる恩恵

(a v a n ta g es)をも要求する権利をもたないj ◊共済組合における平均退職年齢は64歳前後-------1896
年で64歲 2 力月，1897年で63歳10力月—— であり，ュバールの羅病率表によれぱ65〜70歳の人の1 
年あたりの平均病気日数は2 7 .0 2 日であって，病気の時の医療，薬剤費用ほ一口あたり約2む.，現 

金手当の日額は平均1 . 3 f r .であるから，この年齢の退職していない組合員は年数十フラン以上の 

給付を受けることになった0 ,年☆は必ずしも有利ではなかったのである。

共済組合が新設された時，素晴しい成果ぱかりを信ずる組合員たちは，経験則を無視して不十分 

な拠出期間の後に法定最低ギ膽で多額の老齢年金を支給するという奨約を結ぶ傾向があった。月 

I f r .や 1 . 5 f r .の掘;出金では疾病支出を賄うのが精一坏であるのに，財源を十分考慮せずに，規約

r三m学会雑誌j 72卷 5号 （19?がfUO月）

注(19) Guilhaumon, op. cit., pp. 135-137.共済組合の資途は乏しかったので,律金受給資格を満たした人のうち典济組 
合に早く加入した人から順悉に， 金受給者が死亡した時にその人と交代するという形式で，年金を支給するというとと 

も行われていた。Chaufton, op. cit„ p. 275.
72 { 6 3 0 )
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に於て，50歳で2 0 0 fr .や 3 0 0 fr .の老齢年金を約束している共濟組合は少なくなかった。組合の最 

初の数年間の活動精果がこうした楽観主義をIE当化した。若い組合は加入者も多く疾病給付の費用 

も少ないから，名誉会員の拠出に助けられて受給者のいない老齢年金基金は急速に増大する。最初 

の年金受給予定者たちは組合の基金を潤れだと考えてしまう。しかし，•やがて組合員は年をとり， 

疾病支出が増え，新廣加入者ほ少なくなる。ひとたび年金の支仏が行われるようになると，以後， 

年金受給者は増加し老婦年金基金ゆ魚速に減少していくので，組合は経過期間を経て安定的な正 

常期を迎えるということができなくなってしまう。経常収入や準備金からの持ち出しによって老齢 

年金をま給した組合もあったのだが，これは破減への道ともなりうるものであった。結局，組合は 

最初の希望を諭め，年金支給開始年齢'を遅らせ，年金額を引下げることを強いられてしまうのであ 

った。さしあたって，共済組合がその年金を改善する方途はなかったのである  ̂ ‘

第 四 節 遺 族 給 付

共済組合は，組合員が死亡した時，彼の葬儀を援助しその費用を負担する。相互扶助組合すこる共 

清組合の歴史に於て，品位ある葬儀の執行は大い配慮されてきたことであった。組在は，組合M 
全員で葬儀に参列したり，組合の表敬棺衣（drap d’honneur) と代表を送ったりして故人に対する 

最後の義務を柴す。葬儀への参列はすべての組合に於て義称とされていた。欠席した組合員には罰 

金が霞iされたりするほどの厳格さであった。

同意組合では，1897年に1万6千人の葬儀費用として91万 f n を支出，認可組合は3千8百人のため 

に23万f r .を支出した。死者 1人あたりの平均葬儀費用は，それぞれ，6 8 jfnと 6 2 fr ,であり(t S
家庭をもっている組合員が早死にした場合，残された寡婦，遣兄の生活維持が問題となる。それ' 

は扶養者個人の道徳的義務の問題であるぱかりでなく , 労働者階級の再生座という龜点からすれぱ, 
社会的必要であった。共済組合は，1850〜52年法令の共済組合の目的には含まれていなかったにせ 

よ，早期死亡（dをcds pr6matur6)の場合の保険を設け■るように促されていたらしい。それは共済組 

合の傅愛的特徴にかなうものであったし，老齢者の救済よりも切実な必要性があったといえる。

I897年に約2 万人の共博組合員が死亡した(を,’ 寡婦や孤児に給付を与えたのは約1 ,700の共済組 

合 同 意 組 合 が 1 ,2 4 2 ,認可組合が457—— , 即ち全体の約15%の組合だけであハた。「死亡手当 

(rindemnite de d6cesまたはles allocations d 6 c e s )jの給忖額は,そのうちの多くの組合に於て決め 

られた定額ではなく，組合の準備金の状態に合わせて事務局が決めていた。死去した組合員の遗族 

に与えるために，各組合鼻から1〜2 f n を臨時に搬出させる組合や，故人の組合加入期間に;£ じた

19世紀末におけるフランスの共済組合 (下）

注(20)  Guilhaumon, op. cit., p p .133〜134, 139〜140. 近藤文ニ氏は, 老齢ィfi金全国金車や老齢年金共同並金に基づくフラ 

ンスの老年金制度のこのような状況を任意制キ:金制度の失敗という観点から説明している。後藤清.近藤文ニ共著（■労 

働考年金保険法論J, J j iA t ,昭 和 38〜46宜。 '
( 21)  Guilhaumon, op, cit,, pp. 97~ 98. Chaufton, op. cit., p. 265. 、
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可変額の手当を支給している組合もあった。定額手当の支給を規約にうたった組合を見るとその手 

当の不十分さが明らかになる。若于の組合はlO fr .とか2 0 f r ,といったごく僅かな手当の支給を決 

め，大部分の組合では50〜lOOfr,の手当，いくつかの組合がlOOfr.以上の手当の支給を決めてい 

た。1 8 9 7年に給付を与えた1,242の同意組合は，平均して，寡ぽに7 8 f i \孤児に60fr.,457の認可組 

合 は 寡 に 12 1 fr ,孤ほに9 2 fr .をま:給していた。

死亡手当は，死んだ組合員の家族の状態をみて，寡婦ゃ孤见あるいは直系尊族が夕:！された場合に 

だけ支給されることもあっナこが，大部分の組合では，たとえ組合規約が故人のま扶養者にだけ死亡 

手当を与えると規定していたにしても, 敌人の相続人であれぱその受給権が認められたという。

死亡手当のあり方は種々の点から批判されていた。家計維持者の死去によって困窮した遣族のた 

めに，寡婦には小商をするための小資本を与え，未成年の孤>むこは自活できる年齢まで年查を与え 

るのが遺族給付のa ましい姿と考えられたが，実際には給付額は少なく，しかも不安定であり，合 

理的に配分されるという状態にもなっていなかったのである0 
1 8 6 8 年 7 月 1 1 日法は，労災保除を設立するとともに, 共済組合が「死亡保険全国金i i  ( C a is se  

nationale d’assurance en cas de deces)j 'に於て最高I'O O O fnが支給される死亡の場合の団体保險 

(assurances c o lle c t iv e s)を契約するのを可能にし，有利な利子率などの恩恵を与えることによっ 

て, この金庫の下での遣族給付の普及と改善を意図L た。しかし,これも共済組合を引きつけるこ 

とはできなかった0 この保險契約の場合，保険料魚担の困難という問題もさることながら，個々の

「三田学会雑誌j 72殺 5 号 （1979年10月）

注( 2 2 ) 共済組合員の死亡数にりいては第8 表参照。但し，そのうちr早期死亡J 数がどれだけであった力、はわからない。

第8 ま共済粗合における死亡者数

年 庇
同意察 1 仓 認 可 組 金 死 亡 者 数  

合 fi死 亡 者 数
死亡率 f組合員百、 
、人あたり/ 死 亡 激 ，数

死亡率 f組合員百、 
、人あたりi

1884 12,053 1.60% 4,736 1.63% l e ,789
85 12,014 1.55 4,863 L65 16,877
86 12,759 1.62 4,996 1.69 17,755
87 13,019 1.60 5,204 1,81 18,223
88 ' 13,849 1.64 5,042 1.69 18,891
89 12,889 1,49 4,926 1.61 17,815

1890 14,481 1.64 5,393 L72 19,874
91 15,535 1,72 5,369 L64 20,904
92 18,248 1.65 5,174 1,60 23,422
93 15,728 1*66 5,279 1,60 • 21,00V
94 16,726 1.73 5,287 1.56 22,013
95 18,048 L80 5,119 1.66 23,167
96 17,275 1.55 4,965 1.56 22,240

川所：Annuaire Stalistiqiie, V o l . 16,1896, p . 104 et 118. Ibid., V o l . 19,1899, p. 54 e t  6も 
ょり作成。

(23) Guilhaum on, o/>.' d t., p p . 150〜157. Block, op' cit,, a r t ic le 《C aisse d 'assurance en cas de d6c6s e t ca isse  
d'assurancc en cas d ’accklent；s》No*10,死亡保險金国金庫と樊がした楊合，死亡した組合員の遣族には平均して304fi*. 
が支われたというが，この保焚めのカヴァ一した部分はごく僅か1895句取おいて69班合H ,32l人—— であった。
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G uilhaum on, op. cU、, p p . 160〜162, 232,
Ibid" i ) p , 163〜166*
この組仓に関しては，O ffk e  du T ra v a il, op, cit,, T om e II, pp. 91〜9 7 .参照。 
この組合に関しては，Ibid" T om e I, pp. 507〜5 1 5 .囊照。

—— 75 { 6 3 3 ) 一一一-

ふ.:.，...，. . . . ■、い.,：，.ニン：：ン.\、. ス .，ラ？;■ごや. て■巧-さ ‘:

19世紀-来におけるフランスの共済組合(卞）

組合員の家族状況などによって遺族給付の必要度や必耍な給付額は大いに異なっていたので，任意 

加入制で;！自一'拠出に基づく共済組合が一括加入するということに困難があったともいえる。そこで, 
1898年共済組合法は死亡保険に関しても共済組合を利用した個人契約を認め，個々の組合員が保險 

会社と契約するような時に組合が単に沖介者としての役割を果すこと認めた。1890年頃には,專 

ら死亡保險のための共済組合が設立された。 れらは，千人とか2 千人といった人数の策(3iに保険 

原理を適用しようとした無理や楽天的な予測のために，失败を繰り返すことになっ 

結局，遺族給付のための努力にもかかわらず，共済組合はこの値域に於ても十分な地ホを占める 

に至らなかったのである。

第 五 節 失 業 給 付

失業は，単に労働者から賃金を寒うというにとどまらず，社会や風俗のま乱や労働力の群迫腹売

を導くという点で，疾病よりも危険と見なされていた。それはまた，拠出を中断させ，各種の.給付

から労働者を引き離してしまうという点で，共済組合にとっても危陳であった。それ故，失業給付

は望まれもしたのであるが，労働者の労嬉意欲を損うことなく必要な給付を保証するのは難しく，

失業の定義やその大いさの評価も困難であり，しかもその費用負担は組合財政に重すぎ:/?!)19世紀

末や20世fc初期に失業給付を支給している共済組合は僅かであった。だが失業給付の支給が共済組

合の活動に於て小さな位置しがめていないにせよ，それは-共済組合り厘史において絶えず問題と

なり練けてきた0 こうした背景のもとに，1898年共済組合法はそれを共済組合の活動目的の一 ‘ っと

して認めるに至ったのである。以下では，共済組合における失業給付の様子を館単に見ておこう。

失業給付を卖施していた共済組合はホくから存在したが，1803年には， rグルノ一 プル手袋製造

エ相互保険福祉組合（Soci6t6 de pr6voyance et de bienfaisance mutuelle des ouvi iers gantiers de 
(26) 'Grenoble)Jが疾病給付と共に失業給付を支給することを認められた。この失業給付’を受けとるに

は，組合員は最後の勤務先の雇生が発行する退職理由を明らかにした証明書と，職を得られないと

いうことを3 名の雇主が認めた誰明書を提出しなけれぱならなかった。をれによって，組合員は，

失業期間中，会長から定額の援助金（subvention f ix e )を支給された。怠情な失業者は仕事のないこ

とが明らかな仕事場へ出掛けていくことによって，との制度の裏をかくことができたので，翌年か

ら組合は就業周旋者を雇ってそれに対処した。 ■
この組合の獎例は共済組合のホに少なからぬ模做者を生んだ。一部の組合は受給条件を吏に厳し

(27)
くした0 1840年に設立されたrパリ料理人組合（Social：6 des cuisiniers de Paris) j は失業者に指定

HHiH

注(24: 
(25: 
(26： 
(27:



I•三旧学会雑誌j 72卷 5 号. （I979年10月）

レストランで有効な0 . 5 f r . の食事券を与■えただけであったし，リヨンの帽子製造人の組合（S o c iM 6 . 

d e s  a p p ro p r ie u rs  c h a p e l i e r s ,リヨン第I49組合）では， 1 年以上登知した組合員が窮?Mし’ ~■時ft'Jt''- 

さえ仕事を得られない時に，事務局によって失業手当の-支給が認められうるとしすこだけであった。 

しかし，失業手当を支絵していた共资組合の大部分はそうした慎重な配慮をせず，失業者に寛大な 

給付を与えて金® をカラにしたのであっすこ。

政府が共済組合を警戒するようになると，失業給付は労働者の抵抗を促進するものと考えられる(28)
ようになる。政府は極度の制限付きでしかそれを認可しなくなる。パリの「勤勉家（Laborieuse)j
という靴製造人の共済組合は，1845年に，自発的失業や爭議の場合には支給されず，自然不況や当 

人に'責任のない偶然的失業の場合にのみ支給されるという条件で，失業給付条項を認可されたので 

あっ'た。失業給付を抑制する傾向は1850〜52年法令の中にも受け継がれた。1850年法審課の際に， 

共済組合の失業給付支給を認めるようにという提案もなされたのであったが，この法#はそれを認 

めなかった。だが，いくつかの職業的な認可組合の中に，政府の黙認の下に失業給付が復活してい 

く リヨソの印刷工の共済組合（Soci6t6 de secours m utuels des typographes et im p r im e u r s ,リヨン
第31組合）は，1861年から失業給付を亥給するための付属金ぽ(ca isse  a n n e x e )を組織し，週I2fr ., 
年に3 力月間の定額失業手当を支給することにした。週 12斤，を稼げなかった組合員も，その不足

プレダ*ワイヤンス

分について手当の受給が認められていた。1868年に設立されたパリのr石版師の速帯と保臉の
(29) ’ ’

組合 de solidarite et de pr6voyance des lithographes)j は, 疾お給付，老齢年金,タお養手

ぎ，非自発的失業者への手当の他に，政府の異譲中し立てを引き起すことなく，自発的失業にも給(3の
付を与えて職業的抵抗を行うことができた。

失業給付を意図したいくつかの共済組合はすべて職業的な組合であった。産業ごとに失業率は非 

常に異なって、、たので，非職業的な共済組合が失業給付を支給すれぱ属用の安定した職業の組合員 

は組合からいなくなるであろうと考えられた。産業別の失票率に応じた掛金という制度は困難であ 

ったし,，履用状況を把握して失業者に仕事を与えるということも非職業的な共済組合は行えなかっ 

たのである。 '
失 業手当 （indemnity en cas de c h o m a g e )が与えられる場合， それは一般に疾桐（現金）手当よ 

り高額—— 例えば5 割増一一で̂あるが，その支給期閩はより短かく，多くの場合6 0日から9 0日の間

である。この手当のはかに，組合は失業者に別の援助を与えるこぐもあった。毎晩定時に失業者を 

集めて点呼をとり，失業登録番号順に職を分配するというのは珍しくはなかったし，若干の祖合で 

は，他の町へ職捜しに行く組合員に路銀を变給したり，失業中の組合員に3 〜 6 力月償遺の無利子 

の獄付金を与えたりしていた

注( 2 8 ) との担合に関しては，Ibid., Tome-II‘ p p .14〜19,参照。

( 2 9 ) この組合に関しては，Ibid., Tome I, pp. 644〜656.參照。

(30) Guilhaumon, op. cU,' p p .169〜173.
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失業給付を支給していた職業的共资組合は, その大部分が，数年後にはA 担に耐えられなくなっ 

てしまった。プランス職業組合（les syndigats professionnels fr a n ^ a is )の情報によ れ ぱ，組合失 

業率は1894マ98年に平均して6 〜 8%であったから，労働者の年労働日を280〜300日とすれぱ組合 

員 1 人あたり年に20〜2 2日間失業し，疾病手当並みの給付を与えるとしても，组合は各組合員に年 

2 5 f r .以上の手当を与えるというととになる。ところが，組合貫は失業給付のために，高々週 0.2
〜0 .3 f r .し力、:^担し免なかったのであり，それ故，この給付が大幅な赤字を生みだすのは不可避で

( 3 1 ) ‘
あった。1808年法は，消極的ながら失業手当の支給を認めたけれども，はとんどの共済組合は失業 

手当を支給できなかったし，またその意図ももたなかった。失業給付は共済組合の活動対象ではな 

いと言■っても良かったのである。 ' ,

第四享共済組合の新たな発展

共済組合が急速に増加し，共済組合思想が称讀される状況の中で，1881年にパリで，元商事栽判 

所判事ヵヴュ（J.-C.Cavりによって，学童に共済組合を教えることを目的として学校共済組合(Sod. 
もt6 de secours mutuels scolaires)が設立されだ。この組合には3 歳以上の子供が組合員としての加 

入を認められる。児Mは每月曜日に10サンチームの拠出金を学校め先生に届ける。拠出金の半分は 

疾病支出にあてられ，病気の兄まの家族は最初の3 力月間0 .5 f r .その後の3 力月間は0.25fr. の 

日手当を受け取ることになっていた。他の半分は，国の補助金付きで個人手帳制に基づく老齢年金 

全国金庫の各人ウ口座へ払い込まれた。1898年共済組合法は，こうL̂ た組合のために未成年者の組 

合加入を正式に認めたのであった。 「小カヴ:C (les petites《Cavも》）J と呼ばれたこの種の学校共済 

組合は，その後意速に全国に広がっていった。1895〜9 6年には学校共済組合は1 0はどにすぎなか 

ったが, 1896〜97年には 110, 1898〜99年には871, 1901〜02年には組合数2 ,7 3 4 ,約 12,500の学校 

で 5 5万人の生徒を集あるまでになっていた。この組合は貯金や「将来への準傭J や相互扶助（aide 
m utuelle)の教育手段であり，共済組合の予備校，その見習期間をなすものと考えられてい

また，1894年にパリで，母親と幼兄の保護のための団体を創設しようという運動が起り，多くの 

賛同者を集めた。母性保護共済組合（MuUialit6 niaternelle)は医師の援助を得て設立され，妊婦や 

乳兄のために妊娠初期から種々の医学的保護を与える活動を行った。やがてバリの母性保護共済組 

合はこの地域に70個所以上の保護診療センター（centres.de soins et de consultations) .をもつにき 

り，1908年には第一回の母性保護共済組合大会が開かれ;^までになった。1914年には，この組合は

注(3 り Ibid., p p .167〜168, 175.
(32) Lavielle. op. cit., pp. 65〜67. Encogn^re, op. cit., p p .178〜1 8 0 .なお,.学校共济組合は大戦間に至るまで増大 

し統け，少しずつ高等中学校（リセやコレ‘ ジュ）にも浸透していった。1924年には3,722組合が13,000校で約100ガ人 

のを集めていた。しかし，その後のインフレなどで大打躲を受けるo' .
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19世紀末におけるフランスの共済組合 (下）
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L avielle , op‘ cit,, pp. 64〜65‘
Ibid., p. 68. G eorges W eil, Histoire dti Mouvement Social en France (1852〜1924), P a risト1924, p. 452*
L av ie lle , op. cit., pp. 74〜76. W eil, op. d t ‘, p. 450 e t 452. F N M Fは，ill：.濟組合界の中央組纖とな？>o

, '
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19世紀中葉湖までのァランスの共済組合は，労働者の相互扶助的な救済E0体であると同時に職業 

的な団体でもあったのだが，それは，19世紀末には純粋に相互扶助的な国民的救済団体へと変化し， 

広く社会から公認されるに至る。こうした変化をとげることによって,共済組合はフランスの国民 

的救済制度において联も枢要な位置を占めることになる。共済組合を通じての救済は自助の思想に 

かなってお'り，共済組合は r自ぬ主義J に適合的な救済組織であったから，依然としてまEl?主義的 

な傾向の購かっナこ19世紀末 . 20世紀初頭のプラソス社余で，その急速な発展が見られた—— この時 

代 を 「共済組合の黄金時代J と言■ってもよいのでは,ないか—— のだといえる。

共済組合の最も主要な活動E1的は疾病給付であり，その領域では，組合はまずは順当にその機能 

を果していた。とこるが，社会的な変、化につれて共済組合がより広脆な，より十分な救済機能の発

結 語

r三U1学会雑誌J 72卷 5 号 （I97啤 10月）

家庭に物質的且つ道徳的な救済を与iえる組纖となっていた〉。第一次大戦以降，母性保護は共済組合

の重要な活動分野となるであろう◊
このほかにも，種々の分© で共済組合が設立された。外科共済組合（la m utualite ch iiu rg ica le), 

海科共済組合（la m utualite d e n ta ir e ) ,藥剤共済組合（la m utualite p h a r m a c e u t iq u e )といった医 

療関係の共済組合，及び，非常に多#であった農業共済組合（151 m utuality a g r ic o le ) ,職人，商人， 

小^^業主 * 自山業の人などから構成される独立労働者の共済組合，また軍人の共済組合や聖職者の
(34)

共済担合等々，多種多様な共済組合が生まれたのであった。

個々の共済組合は長い間孤立したままであったが，共済組合の新しい潮流と並行して，共済組合

界の組纖化やその中央組纖創設の必要が主狼されるようになる。1883年にリヨンで第一*回共済組

合大会が開かれ，以後ほとんど毎年こうした集会が開かれることになった。共済組合きたちは，当

初，大会に拠って共済組合法め改正に努力した。1889年には，M azeによって「保 險 と 共 済 組

於の全国迪盟（Ligue nationale de la prevoyance et de la mutualite)j が組織され，次いで，1902
年の共済組合大会においてrプランス共済組合全国連盟（F^dも-ation nationale de la Mutuality
fraii9a i s e ,略称FNM F)」が設立された。 F N M Fは当時既に16,000組 合 400万人の加入者を擁し

ていたという。1903年予算法で，F N M Fの求めにより内務堪に共済組合局の設置が決められた0
F N M F の県連合（unions d6partementales)や支部が結成され，19世紀的な小共済組合の集団化が

(35)
進むとともに，共済組合の活動分野は増加し拡大していったのである。
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* 19世紀末におけるフランスの兆済組合(下）

揮を求められるようになった時—— それは,共済組合が広く社会に認められた時と 一*政する—— ， 

共済組合はその限界を露呈せざるをえなかった。共済組合は，大媒摸化や多様化をM じてその活動 

領域を拡大していくのであるが，任意制度である共済組合は国民全体を救済することはできなかっ 

たし，給付の改善• 掀張も困難なのであった。共済組合は長い間，老婦年金のために努力を続けて 

きていたが，それを十分に保誕するととはできなかったし，労炎補償や遗族給付の領域において 

も，共済組合は期待に応えることはできなかった。労炎補償法（I898年）が制定され，また老齢者 

扶助法（19(>5年）や遣族給付をも含む老膽年金法( 1 9 1 0 ^ )が制定されたのは，任意制族の救済機 

能が不十分な領域に，それを補完するものとして強制制度の社会保險や扶助制度が導入されたこ 

.とを表わしている。力、くして19世紀末 . 20世紀初頭のプランスでは，任意制度を中心としつつ，そ 

れを強制制度が補うという形で国民的救済制度ができ上っていたと言えるであろう。共済組合は， 

その有効性<^限界を示しつつも，との時代の教濟制度において基軸をなしていたのであった。

こうしたフランスの共済組合は，また，厳密に保険原理に立脚した組織ではなく，傅愛的，慈善

的な色彩を帯びた組織であった。共済組合にとって名誉会員の拠出は不可欠であったのだが，その

拠出の不安定性やパターナリズムが問題と、なっていたので , より厳密に保険原理に立P することが

必要となると同時に，国や公的機関に名誉会員の肩代りが求められたのであった。共済組合は単な

る私保険の団体ではなく，博愛的 . 連帯的な組織として,一面では保険原理を超越した制度として
，, ■

存在し続けたのだといえようご •
共済組合を主体とするフランスの救済制度は，強制的な社会保険制度と比較して，「補助金付き 

任意制度J と呼ばれるが, この制度のもう一つの特徴は，任意制すなわちi 発性の原則が尊重され 

ていることだといえよう。国は共済組合に国民的救済制度の一部門としての一^定の保護と統制を与 

えぃそれを半ぱ公的な機関として制度化するのであるが， この場合も，基本的には共済組合には 

一一同意組合か自由組合かでその輕度は異なるにせよ— 自出で自主的な活動が認められていたの 

であり，国も，結局は共済組合のこうした自発性を辕極的に促進する立場にi t っていたのである。 

共済組合の社会的淨:認は救済活動における私的イュシアチィヴの確立なのであり，自発性の制度化 

を意味していたのだといえよう。国民的救済制度を設5^しようとすろ試行錯誤の歩みの中にあって, 
共済組合という制度もそれま体では十分な救済を保証しえなかったが故に社会保障制度が成立する 

のだとしても，共済組合の培った自発性の原則は一つの伝統を形づくるものだったのである。

〔迫記〕 本稿脱稿に際して，飯旧冊教授, 中鉢正美教授より適切なるコメントを頂いた。ここに 

m して感謝したい。 - ：

(廣應義塾大学大学院経済学研究科研究生）
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